
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の 

入札参加資格登録をされている皆様へ 

平成 25 年 10 月 11 日 

大     阪     府 

建設工事等の入札に係る消費税率の取扱いについて 

平成25年10月1日付けで、消費税及び地方消費税の税率（以下「消費税率」といいます。）の引上げについて

の政府の方針が正式に表明されたところですが、大阪府が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務

の入札に係る消費税率については、下記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 平成 26年４月１日以降に契約締結する案件（早期発注案件を含みます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 26年３月 31日までの間に契約締結し、改正後の税率（８％）が適用される案件 

平成 25 年 10 月１日から平成 26 年３月 31 日までの間に契約締結し、引渡し日が平成 26 年４月１

日以降となる案件 

 
 
 (1) 一般案件（ＷＴＯ案件※２及び議会案件※３に該当しない案件） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本府の予定価格等※１は、改正後の税率（８％）で算出します。 

・入札に参加される場合は、契約希望金額を改正後税率（８％）で見積ってください。 

⇒ 入札書には従来どおり税抜き金額を記載してください。 

・契約は改正後税率（８％）で締結します。 

８％で対応 

 

 

・本府の予定価格等※１は、現行の税率（５％）で算出します。 

・入札に参加される場合は、契約希望金額を現行税率（５％）で見積ってください。 

⇒ 入札書には従来どおり税抜き金額を記載してください。 

・契約は現行税率（５％）で締結し、後日、変更契約により改正後税率（８％）に対応しま

す。（変更契約の対象となる受注者には、個別にお知らせします。） 

５％で対応し 

８％に変更 



 

(2) 政府方針が正式に表明される前（平成 25年 10月１日以前）に公告済のＷＴＯ案件及び議会案件 

 

 

 

 

 

 

(3) 政府方針が正式に表明された後（平成 25 年 10 月２日以後）に公告するＷＴＯ案件及び議会案件 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 経過措置等により現行税率（５％）が適用される案件 

平成 25 年９月 30 日までに契約締結し、引渡し日が平成 26 年４月１日以降となる案件 

平成 25 年 10 月１日以降に契約締結し、引渡し日が平成 26 年３月 31 日以前となる案件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「予定価格等」とは、予定価格、最低制限価格、低入札価格調査基準価格、失格基準価格及び特別重点調査基準価格をいいます。 

※２：「ＷＴＯ案件」とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第３条の規定により総務大臣が定める額以上の発注案件を 

いいます。 

※３：「議会案件」とは、議会の議決を要する契約、財産の取得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例第１条及び第２条に該当する発注案件をいい 

ます。 

 

 

消費税率の詳しい取扱いについては、国税庁のホームページをご覧ください。 

 

 

 

問い合わせ先；大阪府総務部契約局 代表 06-6941-0351 建設工事課 内線5332 

 

 

・本府の予定価格等※１は、改正後の税率（８％）で算出します。 

・入札に参加される場合は、契約希望金額を改正後税率（８％）で見積ってください。 

⇒ 入札書には従来どおり税抜き金額を記載してください。 

・契約は改正後税率（８％）で締結します。 

8％で対応 

 

 

・本府の予定価格等※１は、現行の税率（５％）で算出します。 

・入札に参加される場合は、契約希望金額を現行税率（５％）で見積ってください。 

⇒ 入札書には従来どおり税抜き金額を記載してください。 

・契約は現行税率（５％）で締結します。 

５％で対応 

 

 

上記 ２ (1) と同じ 

５％で対応し 

８％に変更 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

